
公立大学法人札幌市立大学公益通報等に関する規程 

令和３年４月１日 

令和３年規程第９号 

改正 令和４年規程第１０号 

（目的） 

第１条 この規程は、教職員の公益通報等に関し必要な事項を定め、教職員の

職務に関する法令遵守及び職業倫理の保持を図り、公正な職務の遂行を確保

することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

⑴ 教職員等 次に掲げる者とする。 

ア 公立大学法人札幌市立大学教職員就業規則（平成１８年規則第１６号）

第２条第３号に規定する教職員又は公益通報の日前１年以内に教職員で

あった者 

イ 公立大学法人札幌市立大学非常勤講師就業規則（平成１８年規則第１

７号）第１条に規定する非常勤講師又は公益通報の日前１年以内に非常

勤講師であった者 

ウ 公立大学法人札幌市立大学契約職員就業規則（平成１８年規則第１８

号）第１条に規定する契約職員又は公益通報の日前１年以内に契約職員

であった者 

エ 本学の指揮命令の下に労働する派遣労働者（労働者派遣事業の適正な

運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和６０

年法律第８８号）第２条第２号に規定するもの）又は公益通報の日前１

年以内に本学に派遣されていた派遣労働者 

オ 本学が公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号）第２条第１項

第３号の事業者として労務の提供を受ける場合の当該労務を提供する者

又は公益通報の日前１年以内に当該労務を提供していた者 

カ 定款第８条に定める役員又は公益通報の日前１年以内に役員であった

者 



⑵ 公益通報 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正

の目的でなく、本学における職務上の行為に関し、第４条第１項各号に規

定する事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをい

う。 

⑶ 公益通報者 公益通報を行う教職員等をいう。 

 （公益通報の処理体制） 

第３条 公益通報処理責任者は理事長とする。 

２ 公益通報処理責任者の下に公益通報管理者を置き、経営等担当理事（常勤)

をもって充てる。 

３ 公益通報管理者は、公益通報の処理に関する事務を総括する。 

４ 公益通報管理者の下に公益通報窓口を置く。 

５ 公益通報窓口の処務は事務局経営企画課が行う。 

６ 公益通報処理責任者に事故があるとき又は公益通報処理責任者が欠けたと

きは、公益通報管理者がその職務を代行する。 

７ 前項の場合又は公益通報管理者に事故があるとき若しくは公益通報管理者

が欠けたときは、事務局次長が公益通報管理者の職務を代行する。 

（公益通報の手続） 

第４条 教職員等は、職務上の行為に関し、次の各号に掲げる事実が生じ、又

はまさに生じようとしていると思料される場合には、公益通報窓口又は当該

事実について処分又は勧告等の権限を有する行政機関に対して公益通報を行

うことができる。 

⑴ 法令、条例、学則、規則その他規程類に違反する行為の事実 

⑵ その他公立大学法人としての信頼を損なう行為の事実 

２ 公益通報は、文書又は電子メールにより行うものとする。ただし、公益通

報処理責任者が特に認めた場合は、この限りでない。 

（公益通報者の責務） 

第５条 公益通報者は、公益通報に際しては、誠実に行わなければならない。 

２ 公益通報者は、公益通報に関して行われる調査に対して協力しなければな

らない。 

（公益通報の受理） 



第６条 公益通報を受けた公益通報窓口は、公益通報者の秘密を保持しつつ、

公益通報者の氏名及び連絡先を確認し、通報に係る事実の内容を確認しなけ

ればならない。 

２ 公益通報管理者は、公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しない

ときは受理しない旨及びその理由を、公益通報者に対し遅滞なく通知しなけ

ればならない。ただし、匿名の公益通報者又は当該通知を希望しない公益通

報者（以下「匿名公益通報者等」という。）に対しては、この限りでない。 

３ 前項の規定により公益通報を受理した旨の通知をするときは、対応に必要

と見込まれるおおむねの期間についても併せて通知するよう努めるものとす

る。 

４ 公益通報管理者は、通報が次の各号のいずれかに該当する場合、公益通報

として受理しない。 

⑴ 他人に危害を与える目的その他不正な目的であることが明らかな場合 

⑵ 通報対象事実に該当しないことが明らかな場合 

⑶ 通報者に当該事案の内容について説明を求めても内容等を把握できない

場合 

（調査の実施） 

第７条 公益通報管理者は、公益通報を受理した場合には、調査の必要性を十

分に検討し、特別な事情がある場合を除き、調査を行う場合にはその旨及び

着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及びその理由を、当該公益通報

者に対し遅滞なく通知しなければならない。ただし、匿名公益通報者等に対

しては、この限りでない。 

２ 公益通報管理者は、調査の実施に当たっては、公益通報者の秘密を守りつ

つ、遅滞なく必要かつ相当と認められる方法により行わなければならない。 

３ 公益通報管理者は、通報された内容に関する事実関係の調査について、関

係部局長、関係委員会等の長又は事務局関係課に必要に応じて指示するもの

とする。 

４ 公益通報管理者は、調査を行うため必要があると認めるときは、教職員等

及びその他の関係者で構成する調査委員会を設置することができる。 

５ 公益通報管理者は、公益通報者に対して、関係者の秘密、信用、名誉、プ



ライバシー等を守ったうえで、調査中の進ちょく状況を適宜通知するように

努めるとともに、調査結果を遅滞なく通知しなければならない。ただし、匿

名公益通報者等に対しては、この限りでない。 

６ 教職員等は、正当な理由がある場合を除き、公益通報に関する調査に誠実

に協力しなければならない。 

 （調査委員会） 

第８条 調査委員会は、次に掲げる委員で組織する。 

⑴ 公益通報管理者が指名する理事 １名 

⑵ 関係部局長、関係委員会等の長又は事務局次長 ３名以内 

⑶ 外部の専門家 １名 

⑷ その他公益通報管理者が必要と認めた者 若干名 

２ 調査委員会に委員長を置き、前項第１号の委員をもって充てる。 

３ 委員長は、調査委員会を招集し、その議長となる。 

４ 委員長に事故があるときは、公益通報管理者が指名する委員がその職務を

代行する。 

５ 公益通報に係る事案に関係する者は、調査委員会委員になることができな

い。 

６ 調査委員会は、公益通報に係る事案の調査を行い、是正及び再発防止のた

めの措置の必要性について検討する。 

７ 調査委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意

見を聴くことができる。 

８ 委員長は、調査が終了したときは、その結果を速やかに公益通報管理者に

報告しなければならない。 

９ 調査委員会は、前項に規定する報告が終了した時点で解散する。 

１０ 調査委員会の処務は、公益通報窓口において処理する。 

（是正措置等） 

第９条 公益通報管理者は、調査の結果、第４条第１項各号に定める事実があ

った場合には、理事長に対し、速やかに是正又は再発防止のための措置その

他必要な措置（以下「是正措置等」という。）をとるよう通知するものとする。 

２ 理事長は、前項の規定による通知を受け、是正措置等をとった場合には、



その内容を公益通報管理者及び監事に報告しなければならない。 

３ 公益通報管理者は、前項の規定による報告があった場合には、その内容を

適正な業務の遂行及び関係者の秘密等を守りつつ、公益通報者に対し遅滞な

く通知しなければならない。ただし、匿名公益通報者等に対しては、この限

りでない。 

（秘密の保持等） 

第１０条 公益通報の処理に従事する者又は従事した者は、公益通報に関する

秘密を漏らしてはならない。 

２ 公益通報の処理に従事する者は、自らが関係する公益通報の処理に関与し

てはならない。 

（公益通報者等の保護） 

第１１条 公益通報者及び公益通報に関する調査に協力した者（ 以下「調査協

力者」という。）は、正当な公益通報をしたこと又は公益通報に関する調査に

協力したことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。 

２ 正当な公益通報をしたこと又は公益通報に関する調査に協力したことを理

由として不利益な取扱いを受けた者は、その旨を公益通報窓口に通報するこ

とができる。 

３ 公益通報管理者は、前項の規定による通報を受けた場合は、当該通報に係

る事実について調査するとともに、必要と認めるときには、是正措置等を講

じ、又は理事長に対し是正措置等を講じるよう通知するものとする。 

４ 理事長は、前項の規定による通知を受け、是正措置等を講じた場合には、

その内容を公益通報管理者に報告しなければならない。 

５ 公益通報管理者は、第３項の規定により是正措置等を講じた場合又は前項

の規定により是正措置等を講じた旨の報告があった場合には、関係者の秘密

等を守りつつ、その内容を公益通報者又は調査協力者に対し遅滞なく通知す

るよう努めなければならない。ただし、匿名公益通報者等又は調査協力者の

うち匿名により協力した者若しくは当該通知を希望しない者に対しては、こ

の限りでない。 

（外部通報窓口） 

第１２条 公益通報処理責任者は、教職員等以外の者で公益通報に係る職務を



公平で中立的な立場で遂行することができる者に、教職員等からの公益通報

及び前条第２項の規定による通報（次項の外部通報窓口が受理した公益通報

に係るものに限る。同項において同じ。）の受理並びにこれらの通報に関する

相談及び連絡に係る事務を委託することができる。 

２ 教職員等は、前項の規定による委託を受けた者（以下「外部通報窓口」と

いう。）に対して公益通報及び前条第２項の規定による通報を行うことがで

きる。 

３ 外部通報窓口は、前項の規定による通報を受理したときは、その通報をし

た教職員等の匿名性を確保した上で、速やかに公益通報管理者に報告するも

のとする。 

（外部通報窓口に対する公益通報等） 

第１３条 第４条第２項ただし書の規定は教職員等が外部通報窓口に対して公

益通報を行う場合に、第６条、第１１条第３項から第５項まで及び第１５条

第１ 項の規定は教職員等から外部通報窓口に前条第２項の規定による通報

があった場合に、第７条第１項から第３項まで及び第９条第３項の規定は前

条第３項の規定により外部通報窓口から公益通報管理者に対して同条第２項

の規定による通報を受理した旨の報告があった場合に、それぞれ準用する。 

２ 公益通報管理者は、前項の規定により準用する第７条第１項若しくは第５

項、第９条第３項又は第１１条第５項の規定による通知をするときは、外部

通報窓口を通じて行わなければならない。 

（公益通報に係る調査の委託等） 

第１４条 公益通報管理者は、第７条第１項（前条第１項において準用する場

合を含む。）の規定により調査を行うこととした場合において当該調査を外

部機関が行うのが適当であると判断したときは、当該外部機関に当該調査を

委託することができる。 

２ 公益通報管理者は、前条第１項の規定により準用する第１１条第３項の規

定による調査を外部機関が行うのが適当であると判断した場合は、当該外部

機関に当該調査を委託することができる。 

３ 公益通報管理者は、必要があると認めるときは、第９条第１項（前条第１

項において準用する場合を含む。）の是正措置等又は前条第１項の規定によ



り準用する第１１条第３項の是正措置等について審議し、勧告し、及び意見

を述べることを外部機関に求めることができる。 

（記録管理等） 

第１５条 公益通報及び第１１条第２項の規定による通報の処理に当たって

は、これらの通報の概要並びに受理の状況及び対応の経過を記録するととも

に、その記録及び関係資料については、公益通報者その他の関係者の秘密を

保持しつつ、適切な方法で管理しなければならない。 

２ この規程の規定により行う職務に関する文書の保存期間は、５年とする。

ただし、他の法令等によりこれを超える保存期間が定められているときは、

この限りでない。 

 （雑則） 

第１６条 この規程に定めるもののほか、公益通報の処理に関し必要な事項は、

理事長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、令和４年１０月２６日から施行する。 

  



 

様式１ （公益通報窓口へ公益通報をする場合） 

年 月 日  

（あて先）公立大学法人札幌市立大学公益通報管理責任者 

 

公 益 通 報 書 

氏 名 所属（及び職名） 

連絡方法・連絡先 

違法行為等の事実の内容 

違法行為等の事実に関係する者の氏名、所属及び職名 

その他特記事項 

 備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いること

ができる。 



様式２ （外部通報窓口へ公益通報をする場合） 

 

年 月 日  

（あて先）公立大学法人札幌市立大学外部通報窓口 

 

公 益 通 報 書 

氏 名 所属（及び職名） 

連絡方法・連絡先 

違法行為等の事実の内容 

違法行為等の事実に関係する者の氏名、所属及び職名 

その他特記事項 

 備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いること

ができる。 



様式３（公益通報受理・不受理通知） 

年 第  号  

年 月 日  

 

  様 

 

公立大学法人札幌市立大学公益通報管理者 

（／公立大学法人札幌市立大学外部通報窓口） 

 

公益通報（受理・不受理）通知 

 

 

年 月 日にあなたが行った公益通報を（受理する・しない）こととし

ましたので通知します。 

 

 

○（受理の場合）対応に必要と見込まれるおおむねの期間 

（不受理の場合）不受理の理由 

 

 

  



様式４（調査を開始する・開始しない旨の通知） 

年 第  号 

年  月 日 

 

  様 

 

公立大学法人札幌市立大学公益通報管理者 

（／公立大学法人札幌市立大学外部通報窓口） 

 

調査を（開始する・開始しない） 旨の通知 

 

 

年第  号について、調査を（開始する・開始しない）こととしまし

たので通知します。 

 

 

 

○ （調査を開始する場合）着手時期 

（調査を開始しない場合）調査しない理由 

 

 

  



様式５（調査の進ちょく状況・結果の通知） 

年 第  号 

年  月 日 

 

  様 

 （／公立大学法人札幌市立大学公益通報管理者） 

 

公立大学法人札幌市立大学公益通報管理者 

（／調査委員会） 

 

調査の（進ちょく状況・結果）の通知 

 

 

年第  号について、調査の（進ちょく状況・結果）を下記のとおり

お知らせします。 

 

 

 

○ 調査の（進ちょく状況・結果） 

 

  



様式６（是正措置等の通知） 

年 第  号 

年  月 日 

 

公立大学法人札幌市立大学 

理事長          様 

 

 

公立大学法人札幌市立大学公益通報管理者 

 

 

是正措置等の通知 

 

 

年第  号付け公益通報について、調査の結果、下記のとおり規程第

４条第１項第○号に定める事実があったと確認されましたので、速やかに是

正措置等を取るよう通知します。 

 

 

○ 調査結果により確認された事実の内容 

   



様式７（是正措置等の報告） 

年 第  号 

年  月 日 

公立大学法人札幌市立大学公益通報管理者 

                    様 

 （／公立大学法人札幌市立大学監事） 

 

公立大学法人札幌市立大学理事長 

 

是正措置等の報告 

 

 

年第  号について、行った是正措置等の内容を下記のとおりお知ら

せします。 

 

 

 

○ 是正措置等の内容 

  



様式８（是正措置等の通知） 

年 第  号 

年  月 日 

 

  様 

  

 

公立大学法人札幌市立大学公益通報管理者 

 

 

是正措置等の通知 

 

 

年第  号について、行った是正措置等の内容を下記のとおりお知ら

せします。 

 

 

 

○ 是正措置等の内容 

 

  



様式９（公益通報等管理簿） 

  

年度 公益通報等管理簿 

 

管理番号  受理・不受理  通報者氏名 所属等 備 考 

     

     

     

     

     

 


